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在留邦人及び旅行者の皆様へ 

 

シエラレオネの新型コロナウイルス対策について（その２）：検疫体制の強化の可能性 

 

在留邦人の皆様には，日頃より当館の業務につきご理解，ご協力を頂きありがとうございます。 

 

１ ３月４日（水）にも，シエラレオネ政府による新型コロナウイルスへの対応のため，検疫体制が強化される可能性が

あるとの情報があります。 

（従来公表されている措置についてはこちらをご参照ください。） 

https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/000571222.pdf 

 

２ 隣国のリベリアでは，リベリア国家公衆衛生所（NPHIL）からの渡航情報にて，中国及びその他の感染国（２月２６日

時点では，日本，韓国，イタリアも）からのすべての渡航者を１４日間の隔離措置の対象としています。 

 

３ シエラレオネへの入国を検討している場合，今後どのように検疫体制が強化されるか現時点で不明であり，状況は

変わり得るので最新の情報を確認してください。 

 

以上 

 

https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/000571222.pdf

